
 

 

指 名 停 止 措 置 の 概 要 

 

 １．指名停止措置業者名：大日コンサルタント株式会社（法人番号9200001003031） 

　　     　　業者の住所：岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 

 

 ２．指名停止措置期間：令和８年３月３１日から令和８年５月３０日（２か月） 

 

 ３．指名停止措置の範囲：神奈川県、山梨県及び静岡県 

 

 ４．事 実 概 要： 

上記有資格業者は、令和７年１２月１９日、地方公共団体等が発注する線路の跨

線橋点検業務に関して、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反

する行為を行っていたとして、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命

令を受けた。 

 

５．指名停止措置理由： 

上記事実は、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第２第５号（独

占禁止法違反行為）に該当するため、指名停止措置を行うものである。 

 

  指名停止措置要領付表第２（抜粋）                   
措 　置 　要　 件 期 　 　　間

　(独占禁止法違反行為)  

 ５　対象区域内において、業務に関し独占禁止 　当該認定をした日から 

法第３条又は第８条第１項第１号に違反し、 　　２月以上９月以内 

工事請負契約等の相手方として不適当である 　

 と認められるとき（次号及び第１２号に掲げ

   る場合を除く。）。

 


